
O

の

南

攣

貿

易

概

観

そ

の

二

・

完

門

脇

逸

司

.

五

慶
長

五
年

三
月

(
一
、
六
〇

〇
、
四
)
豊
後

に
漂
着

し
た

ヲ
ラ

ン
ダ
人
が
我
國
を
訪

れ
た
第

三
番
目

の
欧
洲
人

で
あ
る
。
英
人

ウ

イ
リ
ヤ

ム

・
ア
ダ

ム
ス

≦

謹
貯
目

と

笛白
ψ
を
航
海

長
と
せ
る
リ
ー

フ
ヂ

↓
竃

ピ
凶・鵠
⑦
號

の
乗
組
員
即
ち
之

で
あ
る
(
註
五
八
)
。

営

時

の
ヲ
ラ

ン
ダ
は
、
約

百
年

に
亙
る

ス
ペ
イ

ン
の
統
治

を
脱

し
た
許

り

で
あ

つ
て
、
而

も
萬

難
を
排
し

て
、
強
大
な
西
、
葡
爾

國

の
海
軍
力

と
封
抗
し
な
が
ら
漸
次

に
其
植
民

地
を
自

己

の
手
申

に
お
さ
め

て
、
東
洋
貿
易

に
占

め
た

二
國

の
利

釜
を
鷲
食

し

て

居

る
頃

で
あ

つ
た
。
其

の
中
心
と
な

つ
て
活

躍
し
た
も

の
は
、
千
六
百
二
年

(
慶

長
七
年
)

に
設
立
せ
ら
れ

た
和
蘭
東

印
度
會
肚

b
昌
9

国
馨

甘
傷
壁
Q
。
目
冨
ミ

(駐
五
九
)
及
千
六
百

二
十

一
年

(
元
和
七
年
)

に
出
來
た
西
印
度

會
枇

≦
バ
。二

巳
貯
O
。
B
鵠
塁

(
註

六
〇
)

の
二
つ
で
あ

つ
て
、
特

に
前
者

の
活

躍
に
倹

つ
こ
と
が
多
か
つ
た
様

で
あ
る
。
ポ

ル
ト
ガ

ル
、

イ
ギ

リ

ス
並

に
土
賊

等
と

宙
…螢
貿
易
概
観

、

四

一



ヤ

南
轡
貿
易
概
灘

四
二

闘

ひ
な
が
ら
東
洋

に
進
出
し

て
、
絡

に
は

マ
カ

ヲ
以
外

の
ポ

ル
ト
ガ

ル
領
を
占
領
す

る
様

に
迄

な

つ
た
。
ア

ン
ポ
イ

ナ

〉
日
ぴ
o
旨
9

(
一
、
六

一
五
)
、

マ
ラ
ツ
カ

竃
国
野
§

(
一
、
六
五

一
)
、

セ
イ

ロ
ン
O
毫

8

(
一
、
六

五
八
)
、

セ

レ
ペ

ス

O
昏
げ
$
(
一
、
六
六
〇
)
を

略
取

し
て
、

マ
レ
イ
牛
島
、
印
度
支

那
、
支

那
及
び
日
本
等

の
貿
易
を
猫
占
す

る
勢

ひ
で
あ

つ
た
。
千

六
百
十
九
年

(
元

和
五
年
)

に
バ
タ
ビ
ヤ

切
彗
ミ
ド

を
手

に
牧
め

て
か
ら

は
練
督
を
其

地

に
と
ど
め

て
、
東
洋

に
於
け

る
貿
易

の
申

心
地
と
定
め
、

】≦
§

8
2

]≦
彗
羨

陣
さ
臼
。諺
彗
ρ
〉
ヨ
げ
"
ヨ
p

06
葺
忌
"
O
Q
3
目
碧
畠
匹
鴇
O
。
写
げ
①9

並

に
喜
望
峯

の
八
ケ
所

に
お
か
れ
た
副
総
督

を
監
督
支
配
す

る

噛G
L
ら
に
な

ハノ
た
(
註
山ハ
一
)
o

東

印
度
會
肚

の
焚
展
と
相
前
後

し

て
、
和
蘭

の
進
出

は
申
米
、
南
米
、
及
西
南

ア
フ
リ
カ
に
向
け

て
行
は
れ

て
居
た
。

ヲ

ラ

ン

ダ
人

が
此

方
面

に
移
佳
し
た

の
は
、
千

五
百
九

十
年

(
天
正
十
八
年
)

グ
イ
ア
ナ

〇
二
ぎ

僧

の
デ

メ
ラ
ラ

U
§

輿
碧
9
川
畔

に
於

て
始

る

の
で
あ
る
が
、
西
印
度
會

肚

の
出
來
た
千
六
百

二
十

一
年

(
元
和
七
年
)
頃
に
於
け
る
其
勢
力

は

Z
。≦

》
霧

件巽
紆
β

。。
鎚

U
o
§
ぎ
『q
P
O
昌
潜

等
を
相
手

に
貿
易
す

る
程
度

に
鑛
大

せ
ら
れ

て
居
た
。
千
六
百

二
十
三
年

に

閉
聾
宣

を
ポ

ル
ト
ガ

ル
か
ら
と
り

更

に

℃
。2
§
ヨ
げ
信
8

を
奪

つ
て
、

ア
メ
リ
カ
洲

に
於
け

る
ポ

ル
ト
ガ

ル
勢
力
は

千
六
百
四
十

三
年

(
寛

永
二
十
年
)

ま
で

に
其
過

牛

を
此
會
肚

の
爲

め
に
削

り
と
ら
れ
た
謁

で
あ

る
(
註
六
二
)。

十
六
世
紀

に
ポ

ル
ト
ガ

ル

・
ス
ペ
イ

ン
に
よ

つ
て
占
め
ら
れ
た
世

界

の
海
上
貿
易

は
、
十
七
世
紀

に
入

つ
て
新

興

の

一
小
國

ヲ
ラ

ン
ダ
の
爲
め

に
完

全

に
代
位

せ
ら
れ

る
事

に
成

つ
た

の
で
あ
る
。

蘭
船

リ
ー

フ
ヂ
號

は

こ
う
し
た
時
代

の
潮
流

に
流

さ
れ

て
豊

後

に
漂
着
す

る
様

に
な

つ
た

の
で
あ

る
。
尤

も
ヲ
ラ

ン
ダ
人

と
し

て
は
、
天

正
十

一
年
頃

に
來
朝
し
た
も

の
が
あ

る
と
の
こ
と

で
あ

る
が
、
商
船

の
す

が
た
を
我
國

に
現
は
し
た

の
は
之
れ
が
初

め

■



●

て

で
あ
る
。
り
ー

フ
ヂ
號

は
千
五
百
九

十
八
年

(
慶

長
三
年

)
テ
ツ
ク
ゼ

ル
島

を
出
帆

し

て
、
ア

フ
リ
カ
西
岸
を
進

み
、
翌
年

四

月

マ
ゼ

ラ

ン
海
峡

に
着

い
て
、
食
料
を
積

み
、
八
月
同
地
を
出

て
南
米

リ

マ

ζ
旨
9
に
進

ん
で
、
難
航
を
績
け

て
居
る
内

に
他

の

僚
船

と
別
れ

て
了

つ
た
。
五
隻

の
内

で
り
ー

フ
ヂ
號

と

ホ
ー

プ
號

の
二
隻

丈

は
同
年

十

一
月

に
チ
リ
海
岸

で
再
會
し

て
日
本

に
向

づ

て
進
航
し
、
千

六
百
年

(
慶

長
五
年
)

二
月
北
緯

二
十

八
度

の
庭

で
再
び
暴

風

に
お
そ
わ
れ
て
、

ア
ダ

ム
ス
の
乗

つ
た
り
ー

フ

ヂ

號
丈
が
我
國

に
漂
着
す

る
こ
と
に
成

つ
た

の
で
あ
る
(註
六
三
)。

船
員
二
十
四
人

の
内
満

足
に
歩
行
し

え
た
も

の
は
五
人

に
過

ぎ
す

、
領
主
大
友
侯

は
中
央

政
府

の
指
揮

を
う
け

る
迄
養
生
所
を
給

し

て
徴
待

し
た
と

云
ふ
こ
と
で
あ

る
(
註
六
四
)。

其
後

堺

に

廻
航
を
命

ぜ
ら
れ
た

の
で
あ
る
が
、
其
時

の
記
録

が
長
崎
記
、
長
崎
誌

、
異
國
往
來
略

譜
等

に
見

え
て
ゐ
る
。

「
慶
長
五
年
庚
子
泉
州
堺
浦
へ
露

護

着
岸
咬
瑠
咤
よ
り
譜

鹸

畦

阿
蘭
人
漢
人
利
亜
人
渡
海
則
ち
御
江
戸
へ
莚

す
、

其
船

江
戸

へ
廻
す

へ
し

と

の
事

に

て
出
帆

せ
し
か
相

州
浦
賀

に

て
破
船

せ
り
、
陸
路

よ
り
江
戸

へ
出

て
御

詮
議
あ
ゆ
、

云

々
」

(
註
六
五
)
、

と

あ
る

の
が
之
れ

で
あ

る
。

堺

に
つ
い
た
後

、

ア
ダ

ム

ス
は
船

長
ク

ワ
ツ
ケ

ル
ナ
ツ
ク

冒
8
σ
◎
轟
。寄
§
霧
貯

の
代
理
と
し
て
、
大
阪

に
居
た
家
康

に
面
接

し
て
詰
問

せ
ら
れ
た
。
前
後

四
十

一
日
聞
堺

に
滞
在
し
た
後

、
更

に
江

戸

に
來

る
様
進

め
ら
れ
た

の
で
、
出
帆
は
し
た

が
、
途
申

遠

州
沖

で
暴
風

に
襲
れ

て
、
浦
賀

で
す

つ
か
り
破
船

し
て
了

つ
た

の
で
、
そ
れ
か
ら
は
陸
行
し

て
江
戸

に
這
入

つ
た
(
註
六
六
)
。

ク
ワ
ツ
ケ
ル
ナ
ツ
ク
の

一
行
は
千

六
百
五
年

(
慶

長
十
年

)
に
雫
戸

か
ら
出
嚢
す
る

こ
と
を
許
さ
れ

て
、
パ

タ

昌
に
向

つ
た
け
れ

南
蟹
貿
易
概
観

四
三



爾
璽
貿
易
概
観

四
四

ど
も

、
ア
ダ

ム
ス
と

ヤ

ン
ヨ
ウ

ス
の
二
人
は
家
康

の
外
交
顧

問
と
云

ふ
格

で
厚
遇

を
う
け

て
、
各

々
江
戸

に
屋
敷
を
與

へ
ら
れ

て

ゐ
る
し
、
ア
ダ

ム
ス
の
如

き
は
今

の
横
須
賀
停
車
場
附
近
を
中

心
と
す

る
逸
見
村

の
地
を
給

せ
ら
れ

て
旗
本

の
士
と
同
檬

な
待
遇

を

う
け

て
居
た

の
で
あ

る
。

和
國

と
貿
易
す
る
目
的

で
ヲ

ラ
ソ
ダ
商
船

二
隻

が
長
崎
港
外

に
投
錨
し
た

の
は
、
慶

長
十
四
年
五
月

三
十

日

(
一
、
六
〇
九
、

七

、

一
)

の
こ
と

で
あ

つ
て
、
松
浦
氏

の
保
護

に
慮

じ
て
準
戸

へ
入
港

し
た

の
は
六
月
初
旬

の
こ
と

で
あ
る
。
爾
船

の
代
表
者

は

通
課

等

三
人
を
件

ふ
て
、
東

上
し
、
七
月

二
十
五
日

に
駿
府

で
家
康

に
謁

し
て
國
書
並

に
方
物
を
贈

つ
て
、
家
康

の
答
書

及

び
通

航

許

可
の
朱
印
を
與

へ
ら
れ
た
後

八
月
十
五

日

に
準
戸

へ
餓

つ
て
來
た
。

此
時
和
蘭

人

の
献
上
し
た
贈
物
は
印
子

ノ
盃

二
、
糸

三

百

五
十
斤
、

ナ

マ
リ
三
千
斤
、
象

牙
二
本

で
あ

つ
て
、
家
康

の
あ
た

へ
た
朱
印
は
次

の
四
通

で
あ

る
(註
六
七
)
。

バ

論グ

ン

(
「
9
齢
鈴
昌
凶)

ヤ

コ
プ

フ
ゆ
ロ
ネ
ウ
ホ
ロ

ヘ
ン

ヂ

ヤ

ク

ス

ゑ
ク

ル
ウ

ン

ベ

イ

ケ

q
9
8
げ
博
0
3
①
需
類
茜
窪

)

ジ

ヤ

ハ

ン

q
m
<
帥)

フ
ラ

ン
ン

ア

サ
イ

ヅ

エ

ゆ
ト

フ

ラ

ン

ス

・

ヒ

ツ

ク

ル

(団
同
9。
5
8

貯
"
類

諦
o
昌
)

ア
プ

ラ

ハ
ム

プ
ア

ヅ

ヂ

ン

プ

ル
コ

ク

ア

フ

ラ

ハ

ム

・

ハ

ン

。
ヂ

ン

・

フ

ツ

ク

(〉
げ
轟

ぴ
9
日

く
m
昌

偶
o
ロ
切
0
8

6
陣
)

コ
コ
ラ

ス

ポ
イ

ク

キ

ラ

ア

ス

・

ヘ
イ

ケ

(Z
一8
一器
"
蓮

右

、
此

四
人

へ
當

テ

昌
テ
、

同

シ
丈

言

昌
テ
、

四

通
調

サ

セ
候

ヘ
ト
、

上

州

御
申

候

也

■



D

と

あ
り
、

「
右
大
高

に
書

之
、
御
右
筆
庄
九
左
門
書

之
、
四

通
也
、

同
し
文
雷

に

て
、
あ

て
所
は

ふ
ら
ん
す

ひ
つ
く

る
、
あ

ふ
ら
は
む

は

ん

で
ん

ぶ
る
く
、
き
ら
あ
す

へ
い
け
四
通

也
、
上
包
は
大

高
ニ
ツ

に
折

て
包
、
上
下
を
折

返
す
」
、

と
あ
る
所
を
見
れ
ば
、

ヲ
ラ

ン
ダ

へ
ー

グ
文
書
館

に
保
存

せ
ら
れ

て
居

る
と
云
ふ
ヂ
ヤ

ツ
ク

ス

・
ク

ル
ウ

ン
ペ

イ
ケ
に
あ

て
ら
れ

た
次

の
朱
印
歌

(
註
六
八
)

お
ら
ん
た
船

日
本

江
渡

海
之
時
何
之
浦

昌
難
爲
著
岸
不

可
相
違
候
向
後

守
此
旨
無
異
議

可
被

往
來
聯
疎
意
有
間
敷
候
也
価
如
件

慶

長
拾
四
年
七
月
二
十
五
日

[困
凹

ち

や
く
す

く
る
う

ん

へ
い
け

と
同
様

の
も

の
を
作

つ
て
交
付
し
た
も

の
で
あ
ら
ふ
。

此

年

に

ヲ

ラ

ン
ダ

人

は

平
戸

に
商

館

を

お
く

こ

と

に

き

め

て
、

ジ

ヤ

ツ

ク

ス

・
ス
ペ
ツ

ク

ス

冒
β
§

◎。
究
o
x
を

商

館

長

と

し

て

館
員

五
名
小
使

一
人
を
此

地

に
と
ど
め
、
土
藏
付

の
家
屋
を

一
軒
借
受
け

て
居

る
(
註
六
九
)
。

十
六
年

に
な

つ
て
幕

府

の
許

可
を

う

け

=
偶
四
千
六

百
グ
ル
デ

ン
の
費
用

を
投

じ
て
、
商

館

・
佳
宅

・
倉
庫
等

を
薪
築

し
た

が
、
倉
庫

は
長

さ
十
九
米
、
幅

十
三
米

突

で
、
東
洋

に
あ
る
東

印
度
會
肚

の
商
館
中
尤
も
大
規

模
な

も

の
だ

と
云

ふ
こ
と
で
あ
る
(
駐
七
〇
)
。

ヲ

ラ
ン
ダ
本
國

か
ら
日
本
貿
易

を
目
的

に
し

て
派
遣

せ
ら
れ

た
商
船

が
初
め

て
拳
戸

に
入
港

し
た

の
は
ブ

ル
ー

ワ
ー

の
塔
乗
し

南
蟹
貿
易
概
観

四
五



南
繍
瓢留
ハ易
一概
翻
肌

四
山ハ

て
居

た

ロ
ー
デ

・
レ
ー
ウ
號

と

ハ
'ー
ゼ

ゥ
イ

ン
ト
號

の
二
隻

で
あ

つ
て
、

レ
ー

ウ
號
は
慶
長
十
五
年

十

一
月

(
一
、
六

一
〇
、

一

二
)

ヲ
ラ

ン
ダ
を
出

て
同
十
七
年

八
月
二
日

(
一
、
六

一
二
、
八
、
二
八
)

平
戸

に
入
港
し
た

の
で
あ

る
。

ハ
ー
ゼ
ウ
イ

ン
ト
號

は
支

那
商
品
を
積

込
む

た
め

に
梢

お
く
れ

て
到
着
し

た
。

ブ
ル
ワ
ー
は
松
浦
侯

に
面
接

し
た
後

、
駿
府

に
下

つ
て
、
十
月

八
日
家

康

に
謁
し

て
、
和
蘭
國

王

マ
ウ
リ

チ
イ
ス

・
ヂ

・
ナ
ツ
ソ
の
親
書

並

に
贈
物

を
捧
げ

て
、
家
康

か
ら
毎
年
商
船
を
派
す

べ
き
旨

の

朱

印
二
通
と
方
物

と
を
與

へ
ら
れ

て
居

る
(註
七

一
)
。

ブ

ル
ー

ワ
ー
は
卒
戸

に
か

へ
つ
て
後
商
館
長
と
し

て
我
國

に
淺

る
こ
と
に

な

つ
た

の
で
、

ス
ペ
ツ
ク

ス
は
十
二
月

に
ジ
ヤ
バ
に
向
け

て
出
稜
し
た
。

元

和
二
年

(
一
、
六

一
六
)

八
月
十
三
日
に
老
中
本

多
正
純
、
安
藤

重
信
、
土
井
利
勝
並
に
京
都
所
司
代

板
倉
勝
重

の
連
署

で

松
浦
隆
信

に
向
け

て
、

ヲ
ラ

ン
ダ
貿
易

は
從

來
通
り
亭
戸

で
行

は
し
め
る
が
俘
天
連

の
敷

法
は
決
し

て
弘
め

て
は
な
ら
な

い
旨

の

令

達
を
次

の
如
く
嚢
し

て
居

る
、註
七
二
)
。

樹

以
京
堺
商
人
も
其

地

へ
可
罷

下
候

間
相
封
次
第
商
費

い
た
し
候
様

に
尤
候

以
上

急
度

申
入
候
伍

お
ら

ん
だ
船
於

亭
戸
前

々
之

こ
と
く
か

ひ
た
ん
吹
第

に
商
費

い
た
し
候
檬

に
可
被
成
候
不

及
申

に
候

へ
共

件
天

蓮

之
法

ひ
ろ

め
さ
る
檬

か
た
く
可
被

仰
付
候

恐

々
謹
言

八

月

十

三

日

土

.井

大

炊

頭

安

藤

野

馬

守

●



板

倉

伊

賀

守

,

本

多

上

野

介

松
浦

肥
前
守
殿
人

々
御
申

ヲ

ラ

ン
ダ
人

に
封
す

る
待

遇
は
非
常

に
寛
大

で
あ

つ

て
、
松

浦
氏

と
も
親

し
く
、
幕
府

と
も
密
接

の
關
係

に
あ

つ
た
。
寛

永
十
四

年

の
島
原

の
齪

の
際

に
幕
府

の
軍

に
援
兵
を
邊

る
に
至

つ
た
程
、

ヲ
ラ

ン
ダ
人
自
身
も
自
己

の
立
場
を

は

つ
き
り
わ

き
ま

へ
て
居

た
。

慶
長
十
四
年

に
平
戸

へ
入
港
し

て
以
來

は
、
長
崎

へ
も
よ
ら
す
、
他

の
何

れ
に
も
港

を
求
め
る
こ
と
な
く
、
松
浦
氏

に
近
づ

く

こ
と
に
よ

つ

て
自
國

の
貿
易
を

伸
長

せ
し
め

ん
と
力

め
、
叉
實
際

に
於

て
其

目
的
を
蓮
す

る
こ
と
の
出
來

た

ヲ
ラ

ン
ダ
人
も
何

時
迄

も
、
61
績

い
て
平
戸
を
固
執
す
る

こ
と
が
出
來
な
く
な

つ
た
。
松
浦

氏
に
と

つ
て
も

ヲ

ラ
ン
ダ
人
に
と

つ
て
も
容
易
な

ら
ぬ

出
來
事

で
あ
る
。
寛

永

+
八
年

(
一
、
六
四

一
)

の
ヲ

ラ

ン
ダ
人
長
崎

移
韓

の
命
令
之

で
あ

つ
て
、
同
年

四
月
二

日
將

軍
に
謁
し

た
商
館
長

マ
ク

シ
ミ
リ

ヤ

ン

。
ル

メ
ー

ル
に
老
中
よ
り
傳

へ
ら
れ

た
も

の
で
あ
る
。

ル
メ
ー

ル
は
李
戸

に
か

へ
つ
て
後
出
島

を
硯

察
し
た
結
果

、
五
月
四

日
に
商
館
員

の

一
部
を
長
崎

に
逡
り
、
六
月
十
七

日
に
は
松
浦
氏

に
最
後

の
別
れ
を
告
げ
た

と
云
ふ

こ
と

で
あ

る
(
註
七
三
)。

ヲ
ラ

ン
ダ
人
は
幕
府

の
政
策
上

の
犠

牲
と
な

つ
て
、
捨
て
難

い
李
戸

を
す

て
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な

つ
た
け

れ

ど
も
、
出
島

に
於

け
る
所
謂
清
蘭
貿
易
時
代

を
劃

す
る
機
會
を
與

へ
ら
れ
た
課

で
あ
る
か
ら
、
先

づ
成
功
を

お
さ
め
た
も

の
と

云

へ
ば

云
ひ
得
る

で
あ
ら

ふ
。

(
註
五
八
)

渡
遇
修
二
耶
、
徳
川
物
期
の
外
國
貿
易

一
六
〇
頁

(就
會
科
學
ニ
ノ
七
特
輯
日
本
輝
濟
史
研
究
)。

南
蟹
貿
易
概
魏

四
七



●

南
鰻

貿

易

概

親

(
註

五

九
)

を

o
び
。。
[臼

"
H
げ
乙
.
や

疏
い
.

(
註

山
ハ
0
)

ヤ

℃
・
団い
O
●

(
註

山
ハ
一
)

曽

7

目
い
9

(
註

山
ハ
ニ
)

ヤ

℃
5
同
軌
や

(
一誠

山
ハ
ご
一
)

蔭

督
0。
一¢
円
げ
ω
蝋σQ

鱒
堕

轟
い
i

轟
0

(
註

六
四
)

渡
淺
修

二
耶

、
前
掲
論
丈

自

一
五
九
、
自
至

一
六

一
頁
O

(
註

山ハ
五
)

里
ハ慨閲
皿征
來
略
譜

七
枚

、
八
教
0

(
註
山
ハ
山
ハ
)

7
一q
昌
鴇
0
号
O
噌
σq
榊
9

李
α
-

轟
N
.

(
註
六
七
)

大

日
本
史
料

十

二
之
六

白

四

五

一
頁

至

五
〇

三
頁
O

(
註

六
八
)

大
日

本
史
料

四

五
四
頁
o

(
註
六
九
)

大
日
本
史
料

四

七
八
頁

四
七
九
頁
o

(
註

七
〇
)

大
日
本
史
料

十

二
之
十

一
九

一
頁

。

(
註

七

一
)

大
日
本
史
料

自

一
七
七
頁

至

二
四

一
頁
。

(
註

七

二
)

長

崎
記

七
十

九
赦
o

(
註

七
三
)

村

上
直
次
耶
、
貿
易
史

上
の
亭
戸

九
七
頁
。

六

四

八

此
時
代
に
於
て
最
後
に
我
國
を
訪
れ
て
、
最
初
に
我
國
市
場
を
去
る
に
至
つ
た
敏
洲
人
は
英
國
の
商
人
達
で
あ
つ
た
。
英
國
の

■



海

外
獲
展

は

フ
ラ

ン
ス
と
相
並

ん
で
十
八
世
紀

に
於

て
最

も
旺
盛

を
極
め
た
課

で
あ

る
か
ら
、
我
國

に
渡
來

し
て
居
た
頃
は
言
は

ば
術
揺
藍
時
代

で
あ

つ
て
、
其
將
來

を
期
待

せ
ら
れ
な
が
ら
も
、
東
洋

に
於
る
基
礎

は
極
め
て
薄
溺

で
あ

つ
て
、
常

に
先
進
諸
國

に
歴

倒
せ
ら
れ
勝
ち
で
あ

つ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

イ
ギ

リ

ス
人
が
東
洋
貿
易

に
着
眼

し
た
主
た

る
動
機

は
西
、
葡

爾
國

人

の
海
外

に
於

け
る
活
躍

の
有
檬

を
見

せ
つ
け
ら
れ
た

こ
と
に
あ
る

の
だ
が
、
準
戸

ヘ
イ
ギ
リ

ス
船

の
入
港

し
た

の
は
、
慶
長
十

八
年

五
月

五
日

(
一
、
六

一
三
、
六
、

一
二
)
を
以

っ
て
初
め
と
す

る
(
註
七
四
)
。

此

の
船
は

ジ

ヨ
ン
セ
ー

リ

ス

旨
。
7
昌
。。
鼠
ψ
を

船

長

と
す

る
ク

ロ
ー
ブ

目
冨

Ω
8
器

と
云
ふ
名
を
も

つ
て
居
た

が
、
千

六
百
十

一
年

四
月

(
慶
長

十
六
年

三
月
)
に
テ

ム
ズ
河

口
を
出
焚
し

て
喜
望

峰
を

迂
回
し
、
翌
年

一
月
+
四

日
の
朝

バ

ン
タ

ム
を
出

て
ニ
ケ
年
飴
り

の
歳

月
を
経

て
我
國

に
到
着

し
た

の

で
あ

る
。

こ
ん
な
遠
隔

の
土
地

に
商

館
を
開

こ
う
と
決

心
す

る
に
當

つ
て
は
、
先

き
に
ヲ
ラ

ン
ダ
船

で
渡
來

し

て
居
た
ア
ダ

ム
ス

の
我
國

に
滞

在
し
て
居

る
こ
と
が
預

つ
て
力
が

あ
つ
た

の
で
あ

る
。

同
船

の
船
長

で
あ

つ
た

セ
ー
リ

ス
の
日
本
航
海

記
、
円
ず
o
<
o巻
σQ
o
o
臨
O
巷
再m
貯

}
0
7
昌
◎。
母
ご

目
o
冒
窟
♪

μ
曾
ρ

(↓
冨

=
讐
匡
ξ
侍

留
曾
蔓

。山
置
。
P
ピ
。
己
。
P

μ
.8
e
(
註
七
五
)
に
從

つ
て
當

時

の
状
態

を
眺
め

て
見

や
う
。

六
月
十

一
日

(
慶
長
十

八
年

五
月
四
日
)

の
午
後

三
時

頃
平
戸
港

に
到
着

し
た

の
で
あ
る

が
、
丁
度

干
潮
時

に
相

當
し

て
ゐ
た
爲

め
に
入
港
す

る

こ
と

が
出
來
な

い
で
、
翌

日

の
満
潮
時

を
利
用
し
て
曳
船

六
十
絵
艘

の
援
助
を

え
て
港
内

に
入
る
こ
と
が
出
來

た
。
此
時

の
乗
組

員
は
全
部

で
七
十
人

で
あ

つ

て
、
内

イ
ギ
リ

ス
入

六
十
三
人
、
日
本
人

一
人
、

イ

ス
パ

昌
ヤ
人

一
人
及
び
黒
奴

五
人

で
バ

ン
タ
ム
か
ら
亭
戸
迄

の
航
海

中

に

十

一
名

の
死
亡
者

を
出
し
て
居

る
。
初

め
て
來
朝

し
た

と
云

ふ
の
で
そ
れ
ぞ
れ

の
關
係
筋

に
贈
物
を
し

て
居

る
が
、
鎭
信

及
隆
信

南
蟹
貿
易
概
漉

四
九



■

南
蟹
貿
易
概
魏

筑
0

に
封

し
て
は

三
百
八
十

レ
ア
ル

(註
七
六
)
八
分

三
に
相
當
す

る
品
物

を
、
隆
信

の
弟
信

辰
、
信
實

に
百
六
十

レ
ア

ル
重
臣
五
名

に

百

八
十

八

レ
ア
ル
と
云
ふ
風

に
各
方
面

に
亙

つ
て
居

る
。
領

主
松
浦
氏

か
ら
同
地

に
商
館
を
開

設
し

て
も
よ

い
と
云
ふ
許
を
得
た

の
で
、
十

六
日
に
支
那
人
居
留
地
の
頭
人
か
ら
、
其
持
家
を
六

ケ
月
間
九
十
五

レ
ア
ル
で
借
入
れ

る
契
約
を
し

て
、
七
月
二
日
か

ら
其
家

へ
移

つ
た
様
で
あ

る
。
商
館

に
移

し
た

の
は
イ

ギ
リ

ス
人
が
二
十
名
で
、
其
外

に
通
諜

を

や
つ
て
居

た

ス
ペ
イ

ン
入

、
日

本

人
を
各

一
名

を
加

へ
て
二
十
二
名

で
あ
る
。
両
騰
役
夫
と
し

て
日
本
人
四
名
を
傭
入
れ
て
居

る
(
註
七
七
)
。

ア
ダ

ム
ス
に
封
し

て
は
松
浦
侯

の
方
か
ら
も
、

セ
ー
リ

ス
か
ら
も
使
者
を
派
遣

し
て
、
弔
戸

へ
來

て
呉
れ

る
や
う

に
書
面

を
出

し

て
居

い
た

の
だ
が
、
七
月

二
十
九

日
の
朝

十
時

頃
に
な

つ
て
ア
ダ

ム

ス
は
挙
戸

に
つ
い
て
ク

ロ
ー

ブ
號

を
訪
問
し

て
居
る
が
、

駿
府

か
ら
十
七
日
で
到
着

し
た

の
で
あ

る
(註
七
八
)
。

そ
れ
か
ら
は
ア
ダ

ム
ス
を
交

へ
て
今
後

の
封
策

に
つ
い
て
種

々
考
究

し
た

こ
と
で
あ
ら

ふ
と
思
は
れ
る
が
、

八
月
六
日

に
同
地
を
出
稜

し

て
江
戸
及
駿
府

に
参
府
す

る
こ
と
に
成

つ
た
。
そ

こ
で
セ
ー

リ

ス

は

コ
ツ
ク

ス
外
英
人
三
名

日
本
人
四
名
を
商
館

に
淺
し

て
事
務
を

と
る
こ
と
を
依
顧
し
た
後
、
松
浦
侯

の
用
意

し
て
呉
れ
た
舟
子

四
十
人

の
乗
込

ん

で
ゐ
る
船

に
塔

じ
て
海

路
を
維

て
東
上
す

る
こ
と
に
成

つ
た
。
其

一
行

は

セ
ー

リ

ス
外
英
人
+

一
名

、
通

課
臼

本

人

一
名

、
ア
ダ

ム
ス
及
び
其
僕

日
本
人
二
名

、
松
浦
家

よ
り

っ
け

た
護
衛

の
士

一
名
並

に
共
供

三
名

、

セ
ー
リ

ス
の
槍
持

と
し

て
日
本

人

一
人
を
併

せ
て
上
下

二
十
名
か
ら
成

つ
て
居

る
(註
七
九
)。

九
州

の
西
北
岸

に
そ

ふ
て
二
日
後

に
博
多

に
つ
き
、
更

に

瀬
戸
内
海

に
這
入

つ
て
、
約

三
週
間

の
後
同

月
二
十
七

日
に
大

阪

に
到
着
し
た
。
翌

日
の
夜
川
舟

で
大
阪
を
上

つ
て
翌

二
十
九

日

の
夜
伏
見

に
つ
い
て
、
三
十
日
に
馬
十
九
頭
を
給

與

せ
ら
れ
た

の
で
、
同
地
を
出
獲

し
て
駕

と
馬

と
を
利
用
し

て
、
九

月
六

日
の



朝

駿
府

に
到

着

し

て
居

る
(
駐
八
〇
)
。

日
)

で
、

其
後

、

+

二

日
正
午

十

四

日

十

七

日

二
十

一
日

二
十
四
日

平
戸
を
出

て
か
ら
三
十
二

日
目

で
あ
る
。
家
康

に
出
合

っ
た

の
が
九

月
八
日

(
我
八
月
四

江
戸

へ
向

け
て
出
嚢
。

江

戸

着
。

秀
忠

に
謁

し

て
方
物

を
献
す
。

秀
忠

の
復
書

を
え

て
後
浦
賀
着

。

此
日
迄
同
地
滞
在
。

と

云

ふ
風
な
行
程
を
立

て
再

び
駿
府

へ
來
た

の
が
二
十
九

日
で
あ
る
。

十
月
八
日
に
家
康

の
復
書
並
に
朱

印
を
與

へ
ら
れ

た

の
で

翌
日
出
嚢

し

て
途
申
き
た

と
き

の
順
路

を
逆

に
進

ん
で
十

一
月
六
日
に
李
戸

へ
蹄
着
し

た
(
註
八

一
)。

十
月

八
日

に
家

康
は
英
國
王

に
封

し

て
押
金
屏
風

五
双
を
進
物

と
し

て
托

し
、
答
書

を
與

へ
る
と
共

に
次

の
朱
印
を
交
付

し
た

こ
と
が
大

日
本
史

料

に
見
え

て
居

る
(註
入
二
)。

一
、

い
き
り
す

よ
り

日
本

へ
、
此
度
初
而
渡
海

之
船
、
萬
商
費
方
之
儀
、
無
相
違
可
仕
候
、
渡
海

仕
付
而
は
、
諸
役

可
令
免
許
事

一
、
船

中
之
荷
物
之
儀
は
、
用

攻
第

目
録

に
而

可
召
寄
事

.

一
、

日
本
之
内
、
何
之
港

へ
成

共
、
着
岸
不
可
有
相
違
、
若
難
嵐

逢

、
帆
揖

絶
、
何
之
浦

々

へ
寄
候
共
、
異
議
有
之
聞
敷
事

一
、
於
江
戸
、
望
之
所

に
、
屋
敷
可
遣
之
間
h
家

を
立
致
居
佳
、
商
費
可
仕
候
、
蹄
國

之
儀
は
何
時

に
而
も
、

い
き
り
す
人
可

南
璽
貿
易
概
魏

五

一



■

喝

爾
蟹
貿
易
概
窺

任
心
中
付

、
立
置
候
家
は
,

い
き
り
す
人

可
爲
儘
事

醐
、
日
本
之
内

に
而
、

い
き
り
す
人
病
死
な

と
仕
候
者
、
其
者

之
荷
物
無
相
違

可
遣
之
事

一
、
荷
物

お
し
か
い
狼
籍

仕
聞

敷
事

一
、

い
き
り
す
人
之
内
、
從
者

於
有
之
者
、
依
罪
輕
重
、

い
き
り
す

の
大
將
次
第

可
申
付
事

右

如

件

慶
長

十
八
年
八
月
二
十

八
日

五
二

い
ん

き

ら

て

い
ら

御

朱

印

セ
ー
リ

ス
は
駿
府
で
、
家
康

に
面
接
し
た
と
き

に
浦
賀

で
貿
易
す
る
様

に
依
頼

せ
ら
れ
た
こ
と
は
他

の
敏
州
人

に
封
す

る
場
合

に
於

る
と
同
様

で
あ
つ
た
。
家
康

は
そ
れ
ほ

ど
關
東

で
通
商
す

る

こ
と
を
熱
望
し

て
居
た

の
で
あ

る
。

セ
ー
リ

ス
は
共
爲

め

に
わ

ざ
み
＼

道

を
迂
同

し
て
浦
賀
を
覗
察

し
た

の
で
あ

る
け
れ
ど
も
矢

張
り
不
便
だ

と
考

へ
た
と
見

え
て
雫
戸

に
か

へ
つ
て
後

、
同
地

の

を

貿

易

地

と
し

て
選

定

す

る
こ

と

に
成

つ
た

。

家

康

の
期
待

は

凡

て
裏

切

ら

れ

て
了

つ
た

課

で
あ

る
。

李

戸
商

館

に
は

リ

チ

ヤ
ー

ド

・
コ
ツ

ク

ス

]≦
●
衷
聾
9
乙

0
8
ぼ

を
其

長

と

し

て
、

ウ
ィ

リ

ア

ム

・
ア
ダ

ム

ス

≦
匪
冨
ヨ

〉
紆
3
。・
(
一
年

百

確

で
傭

ふ
こ

と

に

な

つ
た

)
、

テ

ム

ペ

ス
ト
・
ビ
ー

コ
ツ

ク

誤

昌
霧

件
男
窪
8
n
7
0
、

リ

チ
ヤ

ー

ド

・
ウ

イ

ツ

カ

ム

男
断3
鴛
傷
≦
げ
聾

9
ヨ
、

ウ

ィ

リ

ア

ム

・

イ

ー

ト

ン

≦

馨

目

国
彗
o
昌
、

ウ

オ

ル

ク

ー

・
カ

ー

ル

ウ

オ

ル

ヂ

ン

<
『
亀
侍巽

O
碧

≦
舞
傷
o
昌
、

エ
ド

ワ

ー

ド

・

セ
ー

リ

ス

臣

ミ
母
創



◎ゆ
霞
窃
、

及

び

ウ

ィ

リ

ア

ム

・
ネ

ル
ソ

ン

壽

ヨ

Z
静

。
昌
の

八
人

を

淺

し

て
貿

易

せ

し
め

る

と

と

に
定

め

て
、

セ
ー

リ

ス
は
英

人

四

十
六
人
、
黒

奴
五
人
、

日
本
人

十
五
人
並

び

に
族
客

三
人
を

の
せ
て
十
二
月
五
日
に
手
戸
を
解
縄

し
た
(
註
八
三
)
。

セ
ー

リ

ス
の
出
稜
後

、
商
館

長

コ
ツ
ク

ス
は
リ
チ
ヤ
ー

ド

・
ウ
イ
ツ
カ

ム
を
江
戸

及
駿
府

へ
、

ウ
ィ
リ
ア
ム

・
イ
ー

ト

ン
を
京

阪

に
派
遣
し
、
長
崎

で
は
西
、
葡

二
國
人
及
び
日
本

人
に
委
托

し

て
取
引
を
始

め
る

こ
と

に
成

つ
た
。
然

し
な
が

ら
當
時

同
じ
く

築
戸

に
商
館

を
造

り
、
阪
棘

及
び
江
戸
駿
府

に
派
遣

員
を
逡

つ
て
貿
易

の
開

拓

に
專

心
し

て
居
た

ヲ
ラ

ン
ダ
人

と
は
勢

ひ
競
孚

的

立
場

に
お
か
れ

る
課
で
あ

る
か
ら
、
日
を
経

る

と
共

に
相
審

れ
ざ
る
關
係

に
お
か
れ

て
爾
國
人

の
衝
突

が
繰
返

へ
さ
れ
る
や
う

に

成

つ
て
來
た
。

イ
ギ
リ

ス
人
は
後

れ
ば

せ
に
我
國
帝

場

に
出
現
し
た
も

の
で
あ
る
だ
け

に
、
常

に
不
利
な
立
場

に
お
か
れ
て
思

切

っ
た
貿
易
を
や

る
と
云

ふ
こ
と
は
到
底
望

め
な
か

つ
た
。

セ
ー

リ

ス
が
我
國

を
去

つ
た
後

に
畢
戸

へ
來

た
英
國
船
は
元
和
元
年

七

月

十
二

日

(
一
、

六

一
五
、
九
、

一
四
)
に
入
港
し

た
ポ
ジ

ヤ

ン
ダ
ー
號

が
初
め

て
で
あ

つ
て
、

同

二
年

五
月
十

八
日
の
ト

マ
ス

號

、
同
年

六
月

の
ア
ド
バ
ア
イ

ス
號

、
同

六
年

七
月
四
日

の
ゼ

ー

ム
ス

"
ロ
ヤ
ー

ル
號
等

が
共
主

な
る
も

の
で
あ
る
。
蘭
英

同
盟

(
註
八
四
)
成

立
後

は

一
時

李
戸
が
聯
合
艦
隊

の
根
擦

地
と
な

つ
た
が
共

の
最

初
卒
戸

に
入
港
し

た
の
は

ロ
ヤ
ー
ル
號

入
港
後
数

日

を
経
過
し

て
到
着

し
た
蘭
、
英
各

四
隻
よ
り
な
る
艦
隊

で
あ
る
。
そ
れ
以
後

二
三
年

の
間
は
英
國

商
船
も
常

に
数
隻

碇
泊
し

て
居

た
と
云

ふ
こ
と

で
あ
る
。

元
和

二
年

に
キ
リ

ス
ト
教

の
取
締

が
愈

池
嚴
重
な
る

に
つ
れ

て
、
イ
ギ
リ

ス
人

に
封
す

る
取
扱
令

が
八
月

八
日
付

で
稜
布

せ
ら

・れ
る
こ
と
に
な

つ
た
(
註
八
覧
)o

南
蟹
貿
易
概
魏

玉
三



南
轡
貿
易
概
観

五
四

追
て
唐
船
の
儀
は
何
方
に
着
候
共
、
船
主
衣
第
費
買
可
仕
旨
被
仰
出
候

レ

ニ

一

急
度
申
入
候
、
伍
件
天
蓮
門
徒

の
儀
堅
御
停

止
の
旨
、
先
年
相
國
様
被
仰
付
候
上
は
、
彌
被

得
其
意

、
下

々
百
姓
以
下
至
迄

、

昌

一

レ

ニ

一

彼
宗
門
無
之
様
可
被
入
御
念
候
、
將
又
黒
船

い
ぎ
り
す
船
の
義
右
の
宗
艦
に
候
間
御
領
分
着
崖
候
共
、
長
崎
亭
戸

へ
被
遣
之
、

レ

レ

レ

ニ

騨

レ

レ

御
領
内
に
商
費
不
仕
候
様
に
尤
候
、
此
旨
依
上
意
如
此
候
、
恐
々

レ

ニ

一

レ

元
和
二
年
八
月
八
日

安

藤

封

馬

守

土

井

大

炊

守

阿

部

豊

後

守

本

多

上

野

介

酒

井

雅

樂

頭

更
に
同
年
八
月
廿
日
付
で
イ
ギ
リ
ス
人
に
交
付
し
た
朱
印
状
に
、

定

一
、
覗

ぎ
り
藍

日
轟

渡
海
商
積

灘

爵

嚢

他
所
落

之
、
縦
令
麟

楓
波
之
灘
捌
本
邦
之
遡

湾

逼

議

並
諸
役
冤
除
の
事

一
、
船
申
資
財
随
所
思
以
目
録
可
召
寄
事

レ

レ

昌

一

=

一



一
、
不
可
有
押
買
狼
籍
事

レ

レ

呂

一
、
彼
國
人
若
有
病
死
輩
者
、
其
荷
物
不
可
有
相
異
事

一

レ

レ

ニ

一

=

一
、
船
中
商
客
於
罪
科
者
、
其
任
國
法
可
随
船
主
心
事

=

一

昌

鴨

レ

=

一

右
可
相
守
此
旨
者
也

レ

ニ

一

元
和

二
年

八
月
二
十
日

と

掲
げ

て
、
八
月
八
日

の
奉
書

で
長
崎
平
戸

二
港

に
限
定
せ

ら
れ
た
も

の
を
更

に
此

の
朱
印
歌

で
は
平
戸

一
港

に
限

る
と
定
め
ら

れ

て
居

る
。

イ
ギ

リ

ス
人

の
貿

易
し
て
居

た

の
は
李
戸
港
丈

で
あ
る

か
ら
、
別

に
痛
痒

を
感

じ
な

か

つ
た

こ
と
と
は
思

ふ
が
、
之

れ

で
は
内
地

に
商

館
員

を
派
出
す

る
こ
と
も
出
來
な

い
課

で
、
初
め

て
與

へ
ら
れ
た
朱

印
欺

と
は
大
分
其

取
扱

が
攣

つ
て
居
る
。

樹

ほ
元
和
四
年

の
八
月
に
な

つ
て
老
中
蓮
署

の
下
に
八
月

八
同
の
奉
書

と
同
様
な
も

の
を
亭
戸
城
主
並

に
長
崎
奉
行

に
令

達
し

て

警

告
を
與

へ
て
居

る
。

元

和
三
年
か
ら
六
年

に
亙
る
期
聞

の
英
國

は
パ
タ

ン
、

バ

ン
タ

ン
及

び

シ
ヤ
ム
の
経

螢

に
急

で
あ

つ
て
英

國
商
船

の
入
港
す

る

も

の
な
き
歌
態

で
あ

つ
た

か
ら
、
準
戸
商

舘

の
貿
易
品
は
不
足
を
告
げ

る
こ
と
に
成

つ
た
。

コ
ツ
ク

ス
は
其

闇
仕
入
れ

の
必
要

か

ら

ア
ド
バ
ア
イ

ス
號

を

バ

ン
タ

ン

へ
、

シ
ー

ア
ド
ベ

ン
チ

ユ
ァ
ー
號

を
パ

タ

ン
及
び

シ
ヤ
ム
に
派
遣

し
、
或

ひ
は
叉

日
本
船

を
傭

入

れ
て
交
趾
、

シ
ヤ

ム
等

に
出
し

て
螢
業
を
持
績
し

て
居

た
。

ノ
・ギ
リ

ス
人

は
ヲ

ラ

ン
ダ
人

と
攻
守

同
盟

を
結
ん
だ
と
は
云

ふ
も

の
の
商
業

上

に
於

け
る
競
争
は
相
攣

ら
す
績

け
ら
れ

て
居

た
し
、
外
國
品
が
山
積

せ
ら
れ

る
様

に
な
れ
ば
ど
う
し

て
も
期
待

し
た

南
璽
貿
易
概
襯

五
五



南
趣
幽留
【易
概
塑
恥

五
幽ハ

丈

の
利
釜
は
望

め
な
く
成

つ
て
費

用
倒
れ

の
観

が
あ
り
、
其
上

に
幕
府

の
方
か
ら
は

ヲ
ラ

ン
ダ
同
様

の
待
遇
を
與

へ
ら
れ
な

い
と

云

ふ
様
な
種

々
の
原
因
か
ら
終

に
日
本
市
場

を
放
榔
す

る
よ
り
外
道
が
な
く
な

つ
た
。
凡

て
を
断
念
し

て
平
戸

の
商

館
を
閉
鎖
し

て
我
國

を
引
梯

つ
た
の
は
元
和
九
年

(
一
、
六

二
三
)

で
、
渡
來

以
來
僅

々
十
年
間

の
通
商
關
係

を
結

ん
だ
に
過
ぎ
な
か

つ
た
。

(
註
七
四
)

(
註
七
五
)

(
註
七
六
)

(
註
七
七
)

(
註
七

八
)

(
註
七
九
)

(
註
八
〇
)

(
註
八

一
)

(
註
八

二
)

(
註

八
三
)

(
註
入
四
)

(
註
八
五
)

大
日
本
史
料

十

二
之
十

一

四
七

一
頁
O

大
日
本
史
料
。

大

ロ
員
太
丁由
飾
料

四

八

山
ハ
頁

に
「
「
琴

.

6
0
0
閃
Qヵ
一り
騨
ユ

O
門
伽
O
門
酔O

匹
O
躍
づ
O
N
二
回①
℃
9
門
O
Ω
門
い
O

、円
β
晃
O
切

一
9
℃
9
旨

影

0
5
唄
O

(
ゆψ
α
悼
即

ユ
勢
尻
)
{
ご
吋
叶
ゲ
O

智

o
〈
三

〇
ロ

亀

序

o

昏

首

」

と

あ

る

か

ら

一

レ

ア

ル

に

五

分

の

四

爾

に

相

當

す

る

o

大
日
本
史
料

大
ロ
本
史
料

大
日
本
史
料

大
日
本
史
料

大
日
本
史
料

大
日
本
史
料

大
日
本
史
料

四
八
〇
頁
。

四
九

〇
頁
。

自
四
九
九
頁

五

一
〇
頁
。

五

二

一
頁
。

自

四
五
六
頁

五

二
六
頁
。

至
五
〇
三
頁
。

至
四
六
〇
頁
。

村
上
霞
次
耶
、
前
掲
書
、
自
五
三
頁
、
至
五
四
頁
、

一
、
六

一
九
年
六
月

二
十

一
日
に
蘭
英
防
禦
同
盟
成
立
。
七
引
二
十
六
日
英
國

で
、
八
月
十
六
日
和
蘭
で
批
准
ぜ
ら

る
。
其
内
容
。

噌

ラ

ツ

カ

群
島
の
香
料

に
封
し
て
蘭
四
分
三
、
英
四
分

一
の
慮
分
構
た
保
有

す
9
十
隻
の
鑑
隊
な
造

つ
て
四
、
葡
雨
國
に
常
り
、
蘭
英
の
東
洋
貿
易
の
伸
長
な
は
か
ろ
こ
と
。

亭
買
'貿
易
志

自
五
七
頁

}艶
山ハ
0
頁
o



弓

七

寛
永
十
年

(
一
、
六
三
三
)
に
渡
海
制
限
令
、
同
十
三
年
に
渡
海
禁
止
令
、
及
び
十
五
年
に
外
人
の
渡
來
禁
止
令
を
出
す
と
云

ふ
風
に
、
徳
川
幕
府
の
鎖
國
政
策
は
矢
糠
早
に
焚
表
せ
ら
れ
實
現
せ
ら
れ
た
爲
め
に
、
そ
れ
以
後
安
政
の
開
國
に
至
る
凡
そ
二
百

一
一十
年
の
間
は
、
只
僅
か
に
ヲ
ラ
ン
ダ
、
支
那
爾
國
を
通
じ
て
外
國
貿
易
肚
ん
な
り
し
頃

の
名
淺
を
傳

へ
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。

從
つ
て
其
期
間
に
於
け
る
我
國
民
は
永
く
鎮
國
の
夢
に
陶
醇
し
て
海
外
文
化
の
焚
展
に
封
し
て
は
頗
る
無
關
心
な
態
度
を
持
す
の

外
止
む
な
き
に
至
つ
た
。
少
く
と
も
八
代
吉
宗
將
軍
が
藩
書
に
關
す
る
取
締
を
寛
大
に
す
る
迄
は
、
物
質
的
方
面
の
み
の
鎖
國
に

と
ど
ま
ら
す
し
て
、
精
棘
的
方
面
に
於
て
も
完
全
に
封
鎖
せ
ら
れ
た
か
の
観
が
あ
つ
た
。
鎖
國
経
濟
の
成
立
し
た
結
果
國
民
の
繧

濟
生
活
は
世
界
維
濟
の
潮
流
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
孤
立
的
の
も
の
た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
つ
て
、
島
帝
國
の
版
圖
の
み
が
利
用
し
え

ら
れ
る
最
大
限
度

の
土
地
で
あ
り
、
國
際
的
分
業
の
利
釜
を
充
分
吸
集
す
べ
き
飴
地
が
與

へ
ら
れ
な
い
こ
と
に
成
つ
た
。
か
」
る

歌
態

の
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
成
る
と
、
そ
れ
が
例

へ
貧
弱
な
生
産
技
術
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
於
て
も
、
捨
て
て
了
ふ
課
に
は
行

か
な
く
な
る
し
、
我
國
の
氣
候
風
土
に
は
不
適
當
な
産
物
で
あ
つ
て
も
生
活
上
の
必
需
品
な
ら
ば
無
理
に
で
も
作
り
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
こ
と
に
成
る
。
明
治
以
後

に
於
て
我
國
の
棉
花
栽
培
が
殆
ん
ど
全
滅
に
近
い
歌
態
を
呈
し
て
來
た
に
係
ら
ず
、
養
竃

業
が
之
に
代
つ
て
世
界
主
要
生
産
國
に
な
つ
た
こ
と
は
取
り
も
な
ほ
さ
す
貿
易
の
行
は
れ
て
來
た
結
果
生
じ
た
現
象
で
あ
る
。
棉

花
自
身
は
我
國
民
の
生
活
に
は

一
日
た
り
と
も
欠
く
こ
と
の
出
來
な
い
生
活
必
要
品
で
あ
る
。
棉
花
が
外
國
か
ら
こ
な
け
れ
ば
、

南
螢
貿
易
概
観

五
七



南
蟹
貿
易
概
魏

五
八

イ

ン
ド
な

り
、

エ
ジ
プ

ト
、

ア
メ
リ

カ
、
支
那

と
云

ふ
様
な
其

の
栽

培

に
滴
當
し
た
所

か
ら
買
入
れ

て
來

る
と
蓉

ふ
事

も
出
來

な

い
か
ら
勢

ひ
よ

い
棉

の
出
來
る
筈

の
な

い
我
國

で
作

つ
て
お
か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ
と
に
な

る
。
そ
れ

が
鎖
國
維
濟
時
代

の
我

國

で
あ

つ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
能
率

の
最
も
畢
げ

え
ら
れ
る
所

に
從

つ
て
生
産
し

お
互

に
交

換
し

て
行
け
ば
、

双
方

の
國
民

に
と

つ
て

利
釜
な

の
だ
か
ら
、
棉

を
作

つ
て
居
た
土

地
を
そ
れ
以
上

に
生
産
能
率
を

暴
げ

え
ら
れ

る
桑

に
代
位

せ
し
め
た
方
が
、

よ
り

幸
編

な

明

日

の
生
活
を
亨
樂

し
得

る
機
會

が
與

へ
ら
れ

る
こ
と

に
な
る

の
で
あ

る
。

鎖

國
経
濟

の
も
た
ら
し
た
影
響
は
、
土
地

と
人

口
と
の
關
係
を
見
れ
ば
更

に
明
瞭

に
な

つ
て
來

る

こ
と
と
思

ふ
。
徳

川
時
代

は

去

ふ
迄
も
な
く
農
本

主
義

の
経
濟
時

代

で
あ
る
。
原
料
品

に
乏
し

い
か

ら
工
業
も
起

ら
な

い
。
國

の
中

に
向

つ
て
も
外

に
封

し

て

も
關
夙

が
設
け

ら
れ
て
居
た
か
ら
商
業

も
伸
び
る
絵

地
が
な
く

て

一
國
限
り
、

否
む
し
ろ

一
藩
、

一
地
方

限
り

の
も
の
が
多

か

つ

た
。
從

つ
て
國
民

の
凡

て
は
國
内

の
百
姓

に
よ

つ
て
作
り
出

さ
れ
た
生
産
物

に
頼

つ
て
行

か
ね
ば
な
ら
な

か

つ
た
。

百
姓

ハ
天
下

ノ
根
本

ナ
リ
是

ヲ
治

ル
法

ア
リ
先

一
人

々
々
ノ
田
地

ノ
境
目

ヲ

ヨ
ク
立
テ
扱

テ

一
年

ノ
入
用
作
食

ヲ
積

ラ
セ
テ
其

絵

リ
ヲ
年

貢

昌
取

ル

ヘ
シ
百
姓

ハ
財

ノ
飴

ラ

ヌ
ヤ
ウ

昌
不
足

ナ
キ
ヤ
ウ

昌
治

ム
ル
事
道

也
。
(
註
八
六
)

と

の
主
義

を

一
貫

し
て
、

可
成
り

の
苛
獄
謙
求

が
行

は
れ

て
ゐ

て
も
百
姓

が
釜

々
痩

ぜ
細

つ
て
、
子

お
ろ

し
、
聞
引
き

に
よ

つ
て

か
ら
ふ
じ
て
生
活
を
績

け
ね
ば
な

ら
な

か
つ
た

と
共

に
、
他

の
何
れ

の
階
級

を
通
じ

て
見

て
も
別
段

と
り
立

て

」
恵
れ
た
肚
會

が

あ

つ
た
と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。
比
較
的

生
活

に
ゆ
と
り

の
あ
る

べ
き
筈

で
あ

る
大
名

さ

へ
も
が
幕
末

に
近
づ
く

に
從

つ
て
借
金

に

欄
ま

さ
れ

る
も

の
が
多
く
な

つ
て
來

て
居

る
歌
態

で
あ

る
か
ら
、
若

し
生
活
に
盤
裕

の
出
來

た
人
が
あ

つ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は



新

興
勢
力

と
し

て
の
町
人
位

の
も

の
で
あ

つ
た
と
云

つ
て
も
よ

い
と
思

ふ
。

土
地

の
面
積

に
こ
そ
限
り

が
あ

つ
た
け
れ
ど
も
、
其

の
凡

て
が
耕
地

に
な

つ
て
居

た
課

で
は
な

い
。
從

つ
て
此
期
間

に
於

て
も

耕

地
面
積

の
鑛
大
、
利
用
法
、
耕
作
法

等

の
改
良

改
善
は
其
都
度

行
は
れ
て
、
土
地

の
牧
穫
物
も
種
類

に
於

て
且
叉
敏
量

に
於

て

増
加

し
た
も

の
と
思
は
れ
る
。
増
加
し

た
歎
量

な
り
内
容

が
非
常

に
大

き
な
も

の
で
あ

つ
た

と
し
た
な
ら
ば
、
或
種

の
階
級

が
年

を
追

ふ
て
奢
修

に
流
れ

つ
つ
あ

つ
た
こ
と
を
考
慮

に
入
れ

て
も
、
直

ち
に
入

ロ
の
増
加

に
其

影
響
が
表

は
れ

て
來

る

の
が
普
通

の

状

態

容
あ
る
。
鎖
國

以
後

の
太
雫
二
百
年

の
聞

は
相
當
永

い
期
闇
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
が
眞
實

の
太

畢
で
あ
る

な
ら
ば
人
聞
を
間

引
必
要
も
な

く
人

口
は
自
然
的

に
増
加
し
た

に
蓮

ひ
な

い
。
試

み
に
吉
宗
時
代

に
初

め
ら
れ
た
人

口
調

べ
に
よ

つ
て
當
時

の
状
態

に

一
瞥

を
與

へ
て
見
や
う
。
吉

宗
は
享
保

六
年

(
一
、
七
二

一
)

六
月

二
十

一
日
に
、

「
諸
國
領

地
之
村

々
田
畑
五
町
歩

郡
限

に
書

記
並
百
姓
町
人
社
入
男
女
倫
尼
等
其
外

の
者

に
至
る
迄
人
数
都
合
領
分
限

に
書
付

可
被

差
出
候
、
奉
公
人
並
叉
も

の
は
書
出

に
不
及
候
、
云

々
」
(
徳

川
禁
令
考
)

と

の
鰯
書

を
出

し
て
諸

國

に
人

口
調

査
を
命

じ

て
は
居

る
が
、
其
年

の
調
査
人

ロ
勲

二
千
四
百
六
十
萬
飴
人

に

つ
い
て
は
調
査
年

度

が
匝

々
で
あ

つ
て
實
際

人

口
と
は
大
分
距
り

が
あ

る
こ
と
と
思

ふ
。
實
際

の
人

口
改
め
を
初

め
た

の
は
同
十

一
年

(
一
、
七
二

六
)

二
月
十
九

日

の
燭
書

に
よ

る
も

の
で
あ

つ
て
、
其

以
降

六
年
毎

に

一
同

の
調
査
を
命

じ
て
居
る
。
共
結

果
並
び

に
明
治
初
年

の
人

口
歌
態

を
指
歎

で
示

せ
ば
次

の
如
く

で
あ
る
(
註
八
七
)
。

徳

川
時

代

の
人

ロ
調
査

は
、

地
方

に
よ

っ
て
調
査
す

べ
き
年

齢
を
異

に
し
て
お
り
、

日
も
違

へ
ば
、
範

園

に
も
大
小

が
あ

る
と

南
饗
貿
易
概
槻

五
九
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云

ふ
風

で
あ

る
上

に
、
武
家
奉

公
人
を
其

内

に
加

へ
て
居
な

い
か
ら
實
数
調
査

で
は
決
し

て
な

い
。
從

つ
て
之

れ
を
今

日
の
も

の

と
比
較

す
る

こ
と
は
嚴
密

に
申

さ
ば
無
理
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
當
時

の
大
勢

を
考

へ
る
上

に
は
何
等

の
差
支

が
な

い
筈

で
あ
る
。

右

の
指
敏

は
享
保

十

一
年

の
調
査
人

ロ
ニ
千

六
百
五
十
四
萬

八
千
九
百
九
十

八
人
を
基
本
激

百
と
し

て
順
次
實
激

を
指
数

に
還
元

し
た
も

の
で
あ
る
。
嘉
永

五
年

に
於
け

る
指
敷

は

一
〇

三

(
實
数

二
七
、

二
〇

一
、
四
〇
〇
人
)

で
あ
る
か
ら
百

二
十
六
年
間

に

三
%

(
實
数

六
五
二
、
四
〇

二
人
)

の
人

ロ
増
加
を
生
じ
た

る
結
果

と
な

る
。
昭
和

の
今

日

に
於

け
る

一
ケ
年
間

の
増

加
率

に
も

足
り
な

い
激
字

に
し
か
相
當
し

て
ゐ
な

い
課

で
あ
る
。
右

の
期
闇
申
最
初

の
約

百
年
問
は

一
〇
〇

以
下
の
指
数
を
示
し

て
ゐ
る

の

で
あ

つ
て
、
殆
ん
ど
九
九

か
ら
九

六
位

の
所

に
止
ま

つ
て
ゐ
る
。
即
ち
人

口
の
塘
減

に
著
し

い
憂

化
が
起

ら
な
か

つ
た
課

で
あ

つ

て
艀

止
歌
態
を
績

け

て
居

る
形

で
あ
る
。

明
治

四
年

(
一
、
八
七

一
)

に
な

つ
て
來

る
と
其
指
激

は

一
二
五
、
實

数
は
三
三
、

一
一
〇
、

八
二
五
人

に
な

つ
て
居
る

か
ら

嘉
永

五
年

か
ら
約

二
十
年

の
間

に
二
〇

%

の
増
加
を
示
し

て
居

る
。
此
年

の
調
査

が
恐
ら
く
徳
川
時
代

の
末

期
頃

の
人

口
の
實

数

に
近

い
も

の
を
示
し

て
居

る

の
で
あ
ら

ふ
と
考

へ
ら
れ
る
が
、
此
以
後
毎
年

人

ロ
は
増
加
す
る

一
方

で
あ

つ
て
、
明
治
十

一
年

に

は

一
三
二
、
十
七
年

一
四
三
、

二
十
三
年

一
五
二
と
漸
増

の
形
勢
を
持
績

し
な

が
ら
、

一
昨
年
十
月

一
日

の
國
勢
調
査

の
結

果
た

る
内
地
現
佳
人

口
六
四
、
四
四
七
、

七
二
四
人
と
云

ふ
藪
字

を
示
す
様

に
な

つ
た
。
享
保

十

一
年

に
比
し

て
指
激

二
四
四
、
明
治

四
年

に
比
し

て

一
九
五

と
云
ふ
指
藪
を

示
す

こ
と

に
な

る
か
ら
、

二
百
五
年

の
聞
に

つ
い
て
見
れ
ば
約

三
千

七
百
九

十
萬
人

の
増

加

で
あ

り
、
後

の
六
+
年
聞
丈

に
つ
い
て
見
れ
ば
三
千

百
三
十
四
萬
人

の
増
加
を
生

じ
た
結
果

に
な
る
。
純

檜
加
激

の
み
に

つ
い

南
蟹
貿
易
概
観

六

一



南
鰹
貿
易
概
観

六
二

て
見
れ
ば
徳
川
時

代

の
調
査
年
数

百
二
十
六
年
聞
を
通
じ

て
前
表

に
於

て
見

ら
る

」
如
く
僅
か

三
%

に
過
ぎ
な

か
つ
た
も

の
が
、

明
治
四
年
以
後

の
そ
れ
は
九

十
五
%
に
も
相
當
す

る
課

で
あ
る
。

右
述

べ
た
る
が
如
く
人

ロ
増
加

の
趨
勢
如
何

に
よ

つ
て
、
當
時

の
輕
濟

生
活

の
歌
態

が
或

程
度
迄
明
か

に
せ
ら
れ

る
も
の
と
す

れ
ば
、
鎖

國
時
代

の
生
活

は
殆
ん
ど
行
詰
り

の
歌
態
を
呈
し
て
居
た
と
考

へ
る
こ
と
が
出
來

る
と
同
時

に
、

明
治
以
後

は
年

一
年

と
生
活
内
容
が
豊
富
に
な
り
、
國
民
は

日

一
日
と
よ
り
よ
き
生
活

形
式

に
導

か
れ

つ

玉
あ
り

と
噺
定
す
る
こ
と
が
出
來

る
の
で
あ

る
。
明
治

以
後
は
敏
洲
産
業

革
命

以
後

の
目
畳

し

い
喪

展

の
あ
と
を
受

け
て
農
業

経
濟
よ
り

工
業
経
濟

に
移

つ
た

こ
と
に
影
響

ぜ

ら
れ

る
所

が
多

か

つ
た
爲

め
の
増
加

で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
例

へ
そ
れ

が
生
産
組
織

に
攣
革
少

な
き
當
時

で
あ

つ
た

と
は
云

へ
、

若

し
幕
府

が
進
取
的
、
解

放
的

の
政
策

を

と
つ
て
、
鎖
國
政
策

を
逐
行

し

て
居
な

か
つ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
當
時

の
國

民
は
尚
よ

り

よ
き
経

濟
生
活
を
享
受

し
え
た
筈

で
あ
る
。

此
意
味

に
於

て
徳

川
幕
府

の
と
つ
た
政
策

は
幕
府
自
身
を
維

持

せ
む

が
爲
め

の
鎮

國

で
あ

つ
て
、
國
民
全
髄

の
経
濟
的
厚
生
を
期
待
し

て
行
は
れ
た
も

の
で
は
な

か

つ
た
と
云

ひ
得
る
課

で
あ
る
。
(
完

)

(
註
八
六
)

本
佐
録

十
二
丁
、
十
三
丁
、
百
姓
仕
置
の
亭
の
項
。

(
註
八
七
)

柚
本
重
三
、
堀
江
保
藏
爾
氏
共
編
に
か
㌧
る
本
邦
入
口
表
に
加
筆
し
六
う
も
の
を
基
礎
に
し
六
〇




